
（例）感染症対策に要する長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、I C T 機器、内装改修費 等
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※ご提出につきまして

・申請書のフォーマットは上記ＵＲＬに入っていただき、トップ画面から出力が可能です。

・申請書のご準備ができてから申込登録をお願いします。

・慰労金、支援金等の各事業は一つの申込書で行いますので、同時に申請をお願いします。

※支援金事業につきまして

・最終的に実績報告書に基づき審査しますので、交付申請書は概算での申請でも差し支えありません。

・上限金額より低い額にて交付申請された場合、実績報告書での追加請求はできませんのでご注意ください。

※退職者の方へ（慰労金事業）

・対象期間中に在籍していた事業所等を退職された方は、対象期間中に在籍していた事業所等から申請下さるよう

    お願いします。

・対象期間中に在籍した事業所等が現在存在しない方、また、すでに在籍した事業所等が申請を済ませてしまった方

    は、添付申請書をダウンロードいただき、下記事務局まで郵送ください。

・本ホームページにて実績報告書申請資料が添付されておりますので、ダウンロードいただき必要事項を記載ください。

・書類のご準備ができましたら、下記事務局住所へご郵送をお願いいたします。

・実績報告書の提出期限は、令和３年１月２９日（金）までです。

実績報告書の提出に関しまして




